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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼釘打ち機と燃料セルとから成る組立体において、
　燃料セルを受容するように構成された燃料セル室を画成する工具ハウジングを有した燃
焼釘打ち機を具備し、
　前記燃料セルは主ステムと、閉蓋部とを有しており、
　前記燃焼釘打ち機と燃料セルとから成る組立体は、更に、
　前記閉蓋部に摩擦係合するように形成されたアダプタであり、該アダプタと連結された
ハブを有するアダプタと、
　前記燃料セル室と協働し、工具の作動中に前記室内の燃料セルを作動させて、計量され
た一回量の燃料を放出させる燃料セル作動装置と、
　前記作動装置と協働し、前記放出された一回量の燃料を受入れ、該燃料を燃焼室へ提供
する燃料輸送装置とを具備し、
　前記燃料輸送装置は、前記燃料セルにアダプタが装着されていないときに、前記作動装
置による前記主ステムの作動を防止するように構成されている燃焼釘打ち機と燃料セルと
から成る組立体。
【請求項２】
　燃焼釘打ち機の燃料セルであって、主ステムと、環状のリング部を有した閉蓋部とを備
えた燃料セル、および、アクチュエータブロックを有した燃焼輸送装置を備えた釘打ち機
と共に使用するアダプタにおいて、



(2) JP 5363318 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

　前記環状リング部に摩擦係合するように半径方向に突出した少なくとも１つの係合部を
有したアダプタ本体と、
　該アダプタ本体と連結され、かつ、前記本体に対して往復動自在に配設され、かつ、前
記本体と共に動作して前記主ステムに係合可能に配設されたハブとを具備したアダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼工具を使用する燃料セルからの燃料供給装置の改良に関し、より詳細に
は、締結具を駆動する間に使用される適正量の燃料を供給するためにこうした燃料セルと
共に用いられる計量弁の作動装置に関する。本願では燃焼工具での燃料セルの使用に関し
て説明するが、本願発明は、以下に限定されないが、化粧品や医療製品のような、燃料セ
ルを使用する他の用途、或いは、ステムを有した弁を用いた他の圧力容器を使用する他の
用途にも応用可能であることは理解されよう。
【０００２】
　本願は、２００６年６月３０日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６０／８１
７８６４号の優先権を主張し、該仮出願を本願と一体をなすものとして参照する。
【背景技術】
【０００３】
　ニコリッシュ(Nikolich)の米国特許第４４０３７２２号、米国特許第４４８３４７４号
、米国特許第４５２２１６２号、米国特許第５１１５９４４号に例示されているように、
燃焼ガス動力式工具或いは釘打ち機としても知られている燃焼工具に炭化水素燃料を供給
するために、燃料セルのような供給装置を使用することが公知となっている。こうした締
結具駆動工具および燃料セルは、イリノイ州バーロンヒルズ(Verron Hills)所在のＩＴＷ
パスロード(Paslode)社（ＩＴＷ社の一部門）からインパルス(IMPULSE)およびパスロード
(Paslode)の商標名で市販されている。より詳細には、上記ニコリッシュ(Nikolich)の特
許のうち米国特許第５１１５９４４号にこの種の燃料セルが記載されている。こうした燃
料セルの設計基準は、各回の燃焼に際して燃料セルから所望量の燃料或いは一回量の燃料
が放出されることである。高い燃料効率で燃料セルの寿命を長くするように望ましく燃焼
させるために、燃料の供給量は注意深く監視されなければならない。この、燃料の一回量
因子を解決する従来の試みによって、燃料計量弁が、工具に（米国特許第５２６３４３９
号）或いは燃料セルに（米国特許第６３０２２９７号）設けられるようになった。燃料セ
ルは、本出願人に譲渡され２００４年４月１９日に出願された米国特許出願第１０／８２
７５５１号に記載されているように、内部に計量弁を有した燃料セルが導入されてきた。
上記文献の全ての開示を本願と一体をなすものとして参照する。
【０００４】
　外部計量弁と共に使用するようにした燃料セルは、内部計量弁を有した燃料セルと外観
が似ている。こうした燃焼釘打ち機の性能を改善するアダプタが公知となっており（米国
特許第６７９６４７８号）、また、米国特許第６３０２２９７号の燃料セルの外部計量弁
には、購入時に燃料セルが提供される。使用に際して、こうしたアダプタおよび／または
弁は燃料セルから脱離し、その結果、同様の外観を有するようになるが、内部の構成要素
は明確に異なり、かつ、整合しない。
【０００５】
　計量弁の配置に拘わらず、協働する燃焼釘打ち機は、弁に力を印加して、弁ステムまた
は弁体を往復動させ、計量弁の付勢力に抗してステムを押し込み、計量された一回量の燃
料を噴射させる。燃料セルの燃料節約の観点から、或いは、燃焼釘打ち機の望ましい作動
の観点から、設計量の燃料が工具に一回量の燃料として供給されることが重要であるので
、こうした工具のユーザが適切な工具および対応の計量装置に対して適切なタイプの燃料
セルを用いることが重要である。また、燃焼釘打ち機が適切な燃料セルと容易に結合でき
るようにすることも重要である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４４０３７２２号明細書
【特許文献２】米国特許第４４８３４７４号明細書
【特許文献３】米国特許第４５２２１６２号明細書
【特許文献４】米国特許第５１１５９４４号明細書
【特許文献５】米国特許第５２６３４３９号明細書
【特許文献６】米国特許第６３０２２９７号明細書
【特許文献７】米国特許出願第１０／８２７５５１号明細書
【特許文献８】米国特許第６７９６４７８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、外部計量弁と共に使用される燃焼工具の燃料セルと、内部燃料計量弁を有した
燃料セルとを容易に識別する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の必要性は、本発明による燃焼工具の燃料セル用の燃料通路と、アダプタ、および
、関連した燃焼釘打ち機内の燃料輸送装置によって満たされ或いは超過される。本発明の
燃料輸送装置を用いることによって、内部計量弁を備えた燃料セルと共に使用するように
設計された工具は、外部計量弁を必要とする燃料セルに関連した計量弁またはアダプタが
装着されていない状態で、燃料セルが工具に装着されている場合に作動しないようになる
。工具の燃料輸送装置を補うアダプタが設けられる。該アダプタは内部燃料計量弁を使用
する燃料セル用に設計されている。本発明のアダプタは、また、燃料セルのステム以外の
構成要素が燃料セルキャニスタに固定されているとき、ステムの往復動作を許容する。
【０００９】
　より詳細には、内部計量弁と、付勢され往復動する主ステムとを有した燃料セルと共に
使用するようにした燃焼釘打ち機が提供される。該釘打ち機は、燃料セルを受容するよう
に構成された燃料セル室を画成する工具ハウジングと、
　工具の作動中に前記室内の燃料セルを作動させて、計量された一回量の燃料を放出させ
る燃料セル作動装置と、前記作動装置と協働して前記放出された一回量の燃料を受入れ、
該燃料を燃焼室へ提供する燃料輸送装置とを具備する。前記燃料輸送装置は、前記燃料セ
ルにアダプタが装着されていないときに、前記作動装置による前記主弁の作動を防止する
ように構成されている。
【００１０】
　他の形態では、燃焼釘打ち機と燃料セルとから成る組立体が、主ステムと閉蓋部とを有
した燃料セルを受容するように構成された燃料セル室を画成する工具ハウジングを有した
燃焼釘打ち機と、ハブを有し前記閉蓋部に摩擦係合するように形成されたアダプタと、前
記燃料セル室と協働し、工具の作動中に前記室内の燃料セルを作動させて、計量された一
回量の燃料を放出させる燃料セル作動装置と、前記作動装置と協働して前記放出された一
回量の燃料を受入れ、該燃料を燃焼室へ提供する燃料輸送装置とを具備する。前記燃料輸
送装置は、前記燃料セルにアダプタが装着されていないときに、前記作動装置による前記
主弁の作動を防止するように構成されている。
【００１１】
　更に他の形態では、燃焼釘打ち機の燃料セルであって、主ステムと、環状のリング部を
有した閉蓋部とを備えた燃料セル、および、アクチュエータブックを有した燃焼輸送装置
を備えた釘打ち機と共に使用するアダプタが提供される。該アダプタは、前記環状リング
部に摩擦係合するように半径方向に突出した少なくとも１つの係合部とを有したアダプタ
本体と、前記本体に対して往復動自在に配設され、かつ、前記本体と共に動作して前記主
ステムに係合可能に配設されたハブとを具備している。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】内部計量弁を備えた燃料セルを受容するように形成された燃焼釘打ち機の上方か
ら見た部分斜視図である。
【図２】図１の釘打ち機の燃料セル作動装置の拡大部分斜視図である。
【図３】本発明の燃料セルアダプタを備えた燃焼釘打ち機の部分斜視図である。
【図４】アダプタを装着していない燃料セルと係合する本発明の燃料セル作動装置の部分
縦断面図である。
【図５】内部計量弁を有し、本発明のアダプタを備えた燃料セルと本発明の燃料セル作動
装置とを関連させて示す部分縦断面図である。
【図６】本発明の燃料セルアダプタの上方から見た斜視図である。
【図７】図６の燃料セルアダプタの平面図である。
【図８】本発明の代替実施形態による燃料セルアダプタの部分縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１、２を参照すると、燃焼釘打ち機の全体が参照番号１０に示されている。釘打ち機
１０は２００５年１０月３日に出願の米国特許出願第11/242,311号に詳細に記載されてい
る。従来公知となっているように、工具主ハウジング１２が燃焼室１４および燃料セル室
１６を包囲している。燃料セルドア１８がハウジング１２に回動可能に取付けられており
、工具の作動中に燃料セル室１６を閉じるようになっている。こうしドアの構成は公知と
なっている。
【００１４】
　本願と一体をなすものとして参照する米国特許第5,263,439に記載されているように、
燃料セル室１４内には燃料セル２０が挿入される。該燃料セルの大まかな構成は、燃焼工
具の分野では公知となっている。内部燃料計量弁２２（図４、５）を有した本燃料セル２
０は、同時係属中の米国特許出願第１０／８２７５５１号に記載されており、該出願を本
願と一体をなすものとして参照する。概括的に、燃料弁のステム２４は、バネ２６によっ
て閉弁位置に付勢されているが、軸方向に押圧されると、計量された一回量の燃料が供給
される。軸方向に引っ張られると、ステム２４は、その休止位置へ復帰し、次の燃焼サイ
クルのための一回量の燃料が計量室２８内に流入する。
【００１５】
　燃料セル２０は、更に、外シェル３０、該外シェルの上端に取付けられた閉蓋部３２、
スナップ式に嵌合するステム保護部３４を主要な構成要素として含んでいる。前記閉蓋部
に摩擦係合するステム保護部３４は、ステム２４の上端部を包囲し、かつ、該上端部を越
えて延設された円筒スリーブ部３６を含んでいる。スリーブ部３６は、ステム２４の損傷
を防止したり、或いは、ステム２４の望ましくない動作を防止して意図せず燃料が供給さ
れることを防止する。
【００１６】
　また、釘打ち機１０には、燃料セル室１６と協働する燃料セル作動装置３８が設けられ
ている。燃料セル作動装置は、燃料セルのステム２４に軸方向の力を作用するように構成
されている。この軸方向の力によって、計量された一回量の燃料が、各回の燃焼に先立っ
て燃焼室１４に供給される。作動装置３８の１つの主要な構成要素は長尺の少なくとも１
つの作動部材４０である。該作動部材は、ステム２４に軸方向の力を印加して一回量の燃
料が放出されるようにする。本実施形態では、作動部材４０はステム２４に実際上接触し
ている。
【００１７】
　概ね倒立Ｕ字形の溝４２が作動部材４０に形成されており、該溝内にステム受容ブロッ
ク４４を含む燃料輸送装置が配設される。ステム受容ブロック４４は、ピン（図示せず）
によって溝４２内に保持されている。前記ピンは、作動部材４０およびステム受容ブロッ
クの双方に形成された対応の穴内に挿通される。然しながら、ねじ締結や化学接着のよう
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な他の種類の固定方法を用いてもよい。ステム受容ブロック４４は作動部材４０の一端に
配置されているが、他の位置であってもよい。ステム受容ブロック４４からノズル４８が
垂下されスリーブ部３６に係合している。該ノズルは、弁ステム２４に積極的かつ気密に
係合する寸法にて形成されている。本実施形態では、ノズル４８は、弁ステム２４に直接
係合するようにスリーブ部３６内に突出している。
【００１８】
　また、燃料輸送装置は、ステム受容ブロック４４に形成された内部通路５２を具備して
いる。該内部通路は、作動部材４０を溝４２内に配置することによって、該作動部材と協
働する燃料管路５４に燃料セルの弁ステム２４を連通させる。通路５２は概ね直角に形成
されており、概ね垂直に配向される燃料セル２０およびステム２４から供給される燃料を
概ね水平方向にする。然しながら、通路５２の形態は、用途に応じて変更することができ
よう。燃料管路５４によって、燃料セルの弁ステム２４がステム受容ブロック４４および
工具１０のシリンダヘッド５６に連通する。従来公知となっているように、シリンダヘッ
ド５６は燃焼室１４を画成する構成要素の１つである。また、燃料管路５４は、好ましく
は柔軟なチューブである。該チューブは、その両端で、返しを設けた対応の継手４５（図
４）によって、シリンダヘッド５６およびステム受容ブロック４４の双方に接続されてお
り、漏洩することなく燃料が燃焼室１４へ輸送されるようになっている。用途に応じて、
柔軟な或いは剛性の管路から成る他のタイプの接続装置を用いてもよい。
【００１９】
　作動部材４０は、ステム受容ブロック４４とは反対側の端部において、少なくとも１つ
のタブ、好ましくは２つのタブ５８から成るピン連結部によって、シリンダヘッド５６に
回動自在に連結されている。タブ５８は、シリンダヘッド５６から延設され概ね平行に離
間配置された耳部６０に係合する。このように回動自在に連結することによって、作動装
置３８は、燃料セルを交換可能とする位置へ回動可能となる（図１）。
【００２０】
　また、作動装置３８には、該作動装置へ軸方向の力を伝達して燃料セル２０から計量さ
れた一回量の燃料を供給するための回動部材６２が設けられている。上記力は、工具１０
の下端から延設されているワーク接触部材（図示せず）が後退することによって発生する
。締結具駆動工具の分野では公知となっているように、締結具の駆動に先立って工具１０
がワークに押圧されると、ワーク接触部材が、該工具のワーク接触部材以外の要素に対し
て相対的に後退する。この後退動作は、弁スリーブによって燃焼室を閉じるといった、工
具１０の他の作用を機械的に生起させるために用いられる。本発明では、工具１０に対す
るワーク接触部材の動作は、また、燃料セルステム２４に軸方向の力を印加して燃料を供
給するために用いられる。
【００２１】
　より詳細には、ワーク接触部材は弁スリーブ６４に機械的に連結されている。該弁スリ
ーブは、少なくとも１つの好ましくは複数の鉛直に突出したラグ６５（図２）を有してい
る。該弁スリーブは、また、シリンダヘッド５６に対して摺動自在に配設されている。工
具１０がワークに対して押圧されると、前記ワーク接触部材は、中間リンク機構（図示せ
ず）を介してスリーブ６４およびラグ６５を鉛直方向に突出させる。この鉛直方向の動作
によって、ラグ６５が、上方から見て概ねＵ字形の動部材６２の対応の腕部６６に係合す
る。リンクロッド（図示せず）を用いて、この作用を奏するようにした燃焼工具も知られ
ている。腕部６６の対応の端部は、横木部分６８において、好ましくは、ステム受容ブロ
ック４４の上側で作動部材４０に連結されている。
【００２２】
　側方に延びるラグ７０が、回動部材６２から突出っし、燃料セルドア１８に形成された
対応のソケット部、つまり開口部７２（図１）と回動自在に係合する。こうして、回動部
材６２は、燃料セルドア１８の動作に合わせて、作動部材４０と共に作動するよう移動し
、また、該作動部材と共に作動しないよう移動する。図２において、工具１０は燃焼完了
後の休止位置にあり、ワーク接触部材およびピストンのような工具の構成要素は点火前位
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置に復帰している。作動装置３８は、バネ２６により弁ステム２４に印加される内部バネ
力によって、この位置に付勢されている。リンクロッド６４は後退位置にて示されている
。
【００２３】
　工具１０がワークに対して押圧され、ワーク接触部材が工具に対して後退すると、リン
クロッド６４が上方に突出して回動部材６２がラグ７０を中心として回動する。これによ
って、横木部分６８が作動部材４０を軸方向に押下し、更に、ステム受容ブロック４４の
係合面がステム２４に対して押圧される。この軸方向に押下げる力は、ステム２４の付勢
力に打勝ち、ステム受容ブロック４４がスリーブ部３６に対して係合することによって停
止する。然しながら、ステム受容ブロックの下動動作によって、計量された一回量の燃料
が放出、供給される。こうして、作動装置３８は、第１の軸方向の力を受承し、そして作
動部材４０と協働してステムに軸方向に反対の力を発生するようになっている。燃焼サイ
クルの終点において、工具がワークから持上げられると、リンクロッド６４が後退し、作
動装置３８は図２に示す休止位置に復帰する。
【００２４】
　次に、図３、４を参照すると、本発明による燃焼動力式締結具駆動工具または燃焼釘打
ち機８０が示されている。工具１０と共通の構成要素には同じ参照番号が付されている。
工具１０と工具８０との主要な差異は、ステム受容ブロック４４がアクチュエータブロッ
ク８２によって置換されている点である。該アクチュエータブロックは、ステム受容ブロ
ックと同様に、燃料を燃料管路５４へそして最終的に燃焼室１４へ輸送する。アクチュエ
ータブロック８２の主要な特徴は、燃料セル２０のアダプタが無い場合に、作動装置３８
によって主ステム２４が作動してしまうことを防止するようになっている点である。特別
に設計されたアダプタ８４が、アクチュエータブロック８２と共に使用されるように準備
されるので、アダプタを備えない燃料セルは作動することがない。こうして、外部燃料計
量弁を必要とする従来の燃料セルを工具８０に不注意で装着しても、適正なアダプタが装
着されない限り、工具が作動することはない。こうして、工具８０に適正な一回量の燃料
供給性が高められる。
【００２５】
　より詳細には、アクチュエータブロック８２は、ステム受容ブロック４４と多くの共通
する構成要素を有するようにできるが、燃料セル２０にアダプタが装着されていないとき
に、主ステム２４に接触することなく、該主ステムを包囲する寸法にて形成されたステム
空洞部８６を有している。図４に示すように、ステム空洞部８６は、概ね円錐状に形成さ
れているが、ステム２４を包囲し、かつ、アダプタ８４が装着されていないときにステム
２４が作動しなければ、他の形状でもよい。空洞８６は、休止位置（図４）にあるステム
２４を収容可能な高さと、ステムを作動させることなく回動部材６２による動作を許容で
きる更なる隙間をステムの上方に有している。アクチュエータブロック８２は、該ブロッ
ク８２に着座する燃料セルの閉蓋部３２に接触する先端部８８を含んでいる。また、アク
チュエータブロック８２は、該ブロックをアダプタ８４内に一層正確に位置決めするため
の半径方向に突出したフランジ部９０を含んでいる。
【００２６】
　図５～７を参照して、アダプタ８４を詳細に説明する。アダプタ８４は、概ね円筒状に
形成されたアダプタ本体９２を主要部分として具備している。該アダプタ本体は、燃料セ
ルの閉蓋部３２によって形成された環状リング部９４に嵌合する。リング部９４に緊密に
係合する環状溝９８を有した少なくとも１つの保持部９６によって、閉蓋部３２に対する
アダプタ８４の緊密な摩擦嵌合が増強される。保持部９６は、単一の閉じた環状に或いは
離間配置された一連の突起部にて形成することができる。内部計量弁を備えていない燃料
セルをユーザが誤って使用する可能性を低減するために、アダプタ８４は、閉蓋部３２か
ら取外すことが非常に困難なように形成されている。更に、アダプタ８４は、好ましくは
、プラスチック材料から成形され、材料は、燃料耐性、成形性および耐久性はもとより剛
性の観点から選択される。ノースカロライナ州シャーロット(Charlotte NC)所在のヘキス
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トセラニーズ社(Hoechst Celanese)からセルコン(Celcon(R))の商標名で市販されている
アセチルが好ましい材料として考えられるが、他のアセチル類、ポリアミド類或いは他の
燃料耐性プラスチックでも適切なものがあろう。
【００２７】
　アダプタ本体９２の上方部分には、アクチュエータブロック８２を受容するための開い
た上端１０２を有し位置決めリング部１００（図５）が形成されている。アダプタ８２に
は、本体９２によって内室１０４が画成されており、該内室には、アダプタ本体９２に対
して往復動自在のハブ１０６が配設されている。該ハブは、内腔１１２に連通したボア１
１０を有した第１の端部１０８を有している。該第１の端部は、主ステム２４に係合して
該主ステムに連通する。ボア１１０は、内部計量弁を有した燃料セル２０の主ステム２４
を緊密かつ摺動自在に受容する寸法を有している。更に、前記ボアは、内部計量弁を備え
ない燃料セルの主ステムと適正に嵌合しないような寸法にて形成されている。内腔１１２
は、主ステム２４に連通すると共に通路５２に連通している。
【００２８】
　また、第１の端部には、環状の足部１１４が形成されており、該足部は、燃料セルの閉
蓋部３２に対する停止部として作用する。該停止部は、作動装置３８の作用や或いはユー
ザによって生成された垂直方向の力による主ステム２４の押下量を制限する上で重要であ
る。主ステム２４が過剰に押下されると、所定の一回量よりも多量の燃料が供給される。
【００２９】
　ハブ１０６において第１の端部１０８の反対側の第２の端部１１６は、アクチュエータ
ブロック８２に係合して該アクチュエータブロックと気密に連通する。好ましくは、ハブ
１０６の第２の端部１１６およびステム空洞部８６は、緊密に摩擦嵌合するように相補形
状となっている。気密に嵌合することによって、ハブ１０６とブロック８２の物理的な連
結が容易になり、燃料漏洩を防止する気密関係が維持される。然しながら、ラグと凹み、
環状のシールリップ、クラッシュリブその他着脱自在かつ気密にアクチュエータブロック
８２をハブに固定するたｍねお固定、気密構造のような付加的な固定、気密構造を設けて
もよい。
【００３０】
　アダプタ８４の１つの特徴は、ハブ１０６が本体に対して往復動動作して、ハブが主ス
テム２４の繰り返し動作に追従可能となっている点である。こうして、ハブ１０６は、作
動装置３８および燃料セル２０内のバネ２６による動作に適合する。好ましい実施形態で
は、この往復動作は少なくとも１つの湾曲した可撓性部材１１８によってもたらされる。
該可撓性部材は第１の端部でアダプタ本体９２に固定され、反対側の第２の端部でハブ１
０６に固定されている。可撓性部材１１８は、燃料セル２０内に燃料弁ステム２４を押下
するのに必要な力に無視し得る力のみを付加するように設計されている。可撓性部材１１
８は、螺旋状を呈し、かつ、概ね円形の断面を有しており、捩れ剛性を低減しながら柔軟
性を高めるようになっている。
【００３１】
　好ましくは、３つの可撓性部材１１８が配設されており、該可撓性部材によってハブ１
０６は本体９２に対して本質的に浮動支持されている。浮動支持作用に加えて、可撓性部
材１１８は、前記ハブを図５に示す休止位置へ付勢している。作動装置３８からの力を受
けると、ハブ１０６は押下され、燃料ステム２４もまたバネ２６の付勢力に対抗して押下
される。更に、可撓性部材１１８は、ハブ１０６と弁ステム２４との間の製造上のばらつ
きを補償し、ステムに対してハブを適正に配置するのに十分な柔軟性を有している。
【００３２】
　図８を参照すると、アダプタ８４の代替実施形態の全体が参照番号１２０にて指示され
ている。アダプタ８４と共通する構成要素には同じ参照番号が付されている。基本的に、
アダプタ１２０は、単一構成ではなく２体構成である点でアダプタ８４と相違している。
アダプタ１２０は、アダプタ本体１２２を具備している。アダプタ本体は、閉蓋の環状リ
ング部９４に係合し、同様にアダプタ本体９２に摩擦嵌合する。然しながら、図示するよ
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２４が、本体１２２の上端部分に形成され、第２の要素としての往復動するハブ１２６が
包囲される。ハブ１２６は、半径方向に突出したフランジ部１２８を具備質得る。該フラ
ンジ部は、室１２４内で往復摺動する寸法にて形成され、かつ、本体１２２の上蓋１３０
によって前記室内に保持される。前記上蓋は、中心開口部１３２の部分を除いて前記室を
閉鎖している。前記室内におけるハブ１２６の摺動性は、少なくとも弁ステム２４の垂直
方向の移動行程に対応している。フランジ部１２８の他の作用は足部１１４に類似してお
り、主ステム２４の動作を制限している。従って、一度に一回量の燃料だけが供給される
。
【００３３】
　ハブ１２６は、下端に形成された弁ステム２４を摺動自在に受容するボア１１０と、変
形実施形態によるアクチュエータブロック１３４に形成された通路５２に連通する内腔１
１２とを含んでいる。ブロック１３４は、開口部１３２に嵌合、摺動自在で、かつ、フラ
ンジ部１２８の上面に接触できる寸法にて形成されたスリーブ部１３４を具備している。
アダプタ８４の場合と同様に、アダプタ１２０において、切頭円錐形の部分１４０を有し
たハブ１２６は、アクチュエータブロック１３４の相補形の凹部１４２に緊密、かつ、離
脱可能に係合し、燃料セルの弁ステム２４と通路５２とが、漏洩なく気密に連通するよう
になっている。
【００３４】
　本発明の燃料供給装置、特に燃料セル２０から燃焼室１４へ燃料を流通させるアクチュ
エータブロック８２では、アダプタ８４、１２０が配置されていなければならいことは理
解されよう。そうでなければ、ハブ１０６、１２６は、単に燃料セルの閉蓋部３２に係合
するだけで、弁ステム２４には係合しない。アダプタ８４、１２０が無ければ、作動装置
３８は弁ステム２４を作動させることはない。
【００３５】
　本発明の燃焼工具の燃料セル用の改良された燃料通路を示し説明したが、特許請求の範
囲に規定された本発明の範囲を逸脱することなく、その変更と修正が可能であることは当
業者の当然とするところである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　　工具（釘打ち機）
　１２　　ハウジング
　１４　　燃料セル室
　２０　　燃料セル
　２２　　内部燃料計量弁
　２４　　ステム
　２６　　バネ
　２８　　軽量室
　３０　　外シェル
　３２　　閉蓋部
　３４　　ステム保護部
　３６　　スリーブ部
　３８　　燃料セル作動装置
　４０　　作動部材
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